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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の現在位置情報を取得する位置取得部と、
　前記車両の走行に関する走行情報を取得する走行情報取得部と、
　前記位置取得部が取得した現在位置情報と、前記走行情報取得部が取得した走行情報と
を用いて、前記車両の速度に応じて動的に設定された時間後の前記車両の未来の位置を予
測する位置予測部と、
　前記車両の現在位置周辺の道路状況を含む場所情報を取得する場所情報取得部と、
　前記位置取得部が取得した現在位置情報の信頼度に基づき、当該現在位置情報の使用可
否を判定する第１使用判定部と、
　前記場所情報取得部が取得した場所情報の信頼度に基づき、当該場所情報の使用可否を
判定する第２使用判定部と、
　前記第１使用判定部が現在位置情報を使用可と判定し、かつ、前記第２使用判定部が場
所情報を使用可と判定した場合であって、前記位置予測部が予測した前記車両の未来の位
置が、前記場所情報取得部が取得した場所情報に基づき判断される、前記車両が進入すべ
きでない場所に位置する場合、自動ブレーキ操作又は自動ハンドル操作を指示する制御信
号を出力する制御開始判定部とを備えることを特徴とする進入回避制御装置。
【請求項２】
　前記走行情報取得部は、走行情報として車速センサが検出した車速情報を取得すること
を特徴とする請求項１記載の進入回避制御装置。
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【請求項３】
　前記第１使用判定部が現在位置情報を使用不可と判定した場合、カメラによって撮影さ
れた前記車両周辺の画像情報を用いて、前記位置取得部が取得した現在位置情報を補正す
る位置補正部を備え、
　前記位置予測部は、前記位置取得部が取得して前記位置補正部が補正した現在位置情報
を用いて前記車両の未来の位置を予測することを特徴とする請求項１記載の進入回避制御
装置。
【請求項４】
　前記場所情報取得部は、地図データ又は交通情報を取得することを特徴とする請求項１
記載の進入回避制御装置。
【請求項５】
　前記制御開始判定部が制御信号を出力する場合、警告音の出力又は警告画像の表示を指
示する信号を出力する警告部を備えることを特徴とする請求項１記載の進入回避制御装置
。
【請求項６】
　位置取得部が、車両の現在位置情報を取得する位置取得ステップと、
　走行情報取得部が、前記車両の走行に関する走行情報を取得する走行情報取得ステップ
と、
　位置予測部が、前記位置取得ステップで取得された現在位置情報と、前記走行情報取得
ステップで取得された走行情報とを用いて、前記車両の速度に応じて動的に設定された時
間後の前記車両の未来の位置を予測する位置予測ステップと、
　場所情報取得部が、前記車両の現在位置周辺の道路状況を含む場所情報を取得する場所
情報取得ステップと、
　第１使用判定部が、前記位置取得ステップで取得された現在位置情報の信頼度に基づき
、当該現在位置情報の使用可否を判定する第１使用判定ステップと、
　第２使用判定部が、前記場所情報取得ステップで取得された場所情報の信頼度に基づき
、当該場所情報の使用可否を判定する第２使用判定ステップと、
　制御開始判定部が、前記第１使用判定ステップで現在位置情報が使用可と判定され、か
つ、前記第２使用判定ステップで場所情報が使用可と判定された場合であって、前記位置
予測ステップで予測された前記車両の未来の位置が、前記場所情報取得ステップで取得さ
れた場所情報に基づき判断される、前記車両が進入すべきでない場所に位置する場合、自
動ブレーキ操作又は自動ハンドル操作を指示する制御信号を出力する制御開始判定ステッ
プとを備えることを特徴とする進入回避制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両を制御して、車両が進入すべきでない場所への進入を回避する進入回
避制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、車外カメラによって案内板及び標識等を撮像及び画像認識する
ことで、車両の予測進行方向に進入禁止道路が存在するか否かを判断する車両用逆走防止
装置が記載されている。特許文献１の車両用逆走防止装置は、車両の運転者が当該車両を
進入禁止道路へ入る方向へ導こうとしている場合には、アクセル制御部又はブレーキ制御
部に指示して、車両を減速させる制御を実行させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９―１４０２５０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１の車両用逆走防止装置では、複数の情報に判別関数を適用して予測進行
方向に進入禁止道路が存在するか否かが判断されており、車外カメラによって撮像及び画
像認識された案内板の有無、及び、車外カメラによって撮像及び画像認識された標識等の
有無が、判別関数の変数として入力される。
　このように、上記特許文献１の車両用逆走防止装置は、車両が進入禁止道路へ入るのを
回避する処理のために、案内板及び標識等を撮像及び画像認識できる程度の性能の車外カ
メラを用いる必要があった。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、カメラを用いなくて
も、「車両が進入すべきでない場所」へ車両が進入することのないように当該車両を制御
できる進入回避制御装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る進入回避制御装置は、車両の現在位置情報を取得する位置取得部と、車
両の走行に関する走行情報を取得する走行情報取得部と、位置取得部が取得した現在位置
情報と、走行情報取得部が取得した走行情報とを用いて、車両の速度に応じて動的に設定
された時間後の車両の未来の位置を予測する位置予測部と、車両の現在位置周辺の道路状
況を含む場所情報を取得する場所情報取得部と、位置取得部が取得した現在位置情報の信
頼度に基づき、当該現在位置情報の使用可否を判定する第１使用判定部と、場所情報取得
部が取得した場所情報の信頼度に基づき、当該場所情報の使用可否を判定する第２使用判
定部と、第１使用判定部が現在位置情報を使用可と判定し、かつ、第２使用判定部が場所
情報を使用可と判定した場合であって、位置予測部が予測した車両の未来の位置が、場所
情報取得部が取得した場所情報に基づき判断される、車両が進入すべきでない場所に位置
する場合、自動ブレーキ操作又は自動ハンドル操作を指示する制御信号を出力する制御開
始判定部とを備えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、第１使用判定部が使用可と判定した信頼度の現在位置情報、及び、
第２使用判定部が使用可と判定した信頼度の場所情報を用いて、車両の未来の位置が、場
所情報に基づき判断される「車両が進入すべきでない場所」に位置する場合、制御開始判
定部が自動ブレーキ操作又は自動ハンドル操作を指示するので、カメラを用いなくても、
「車両が進入すべきでない場所」へ車両が進入することのないように当該車両を制御する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置及びその周辺の構成を示す図で
ある。
【図２】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置の構成を示す図である。
【図３】図３Ａ及び図３Ｂは、この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置のハード
ウェア構成例を示す図である。
【図４】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置による処理の一例を示すフロー
チャートである。
【図５】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置による処理のイメージ図である
。
【図６】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置による処理のイメージ図である
。
【図７】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置による処理のイメージ図である
。
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【図８】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置による処理のイメージ図である
。
【図９】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置の変形例を示す図である。
【図１０】図１０Ａ～図１０Ｄは、警告画像の一例を示す図である。
【図１１】この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置が、互いに連携する車載情報
機器とサーバと携帯端末とで構築された場合を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための形態について
、添付の図面に従って説明する。
実施の形態１． 
　図１は、この発明の実施の形態１に係る進入回避制御装置１及びその周辺の構成を示す
図である。図１には、進入回避制御装置１との間で情報を入出力する他の装置についても
示されている。図２は、進入回避制御装置１の内部構成を示す図である。この実施の形態
１では、進入回避制御装置１は、カーナビゲーション装置等の車載情報機器２０に内蔵さ
れている。
【００１０】
　進入回避制御装置１は、位置取得部１０と、車両状態取得部１１と、車両情報取得部１
２と、位置予測部１３と、場所情報取得部１４と、第１使用判定部１５と、第２使用判定
部１６と、制御開始判定部１７とを有する。
　位置取得部１０は、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉ
ｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機２１ａから、車両の現在位置情報を取得する。位置取得部１
０は、取得した現在位置情報を位置予測部１３に出力する。ＧＮＳＳ受信機２１ａは、例
えばＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機であり、Ｇ
ＮＳＳ衛星から送信されてＧＮＳＳアンテナ２１ｂにより受信された電波を用いて、車両
の現在位置を算出し、当該現在位置を示す現在位置情報を進入回避制御装置１に出力する
。
【００１１】
　車両状態取得部１１及び車両情報取得部１２は、車両の走行に関する走行情報を取得す
る。車両状態取得部１１及び車両情報取得部１２は、走行情報取得部を構成する。
　車両状態取得部１１が取得する走行情報は、センサ２２から出力されたものである。セ
ンサ２２は、例えば加速度センサであり、車両の上下の向き等の車両の状態を検出して、
進入回避制御装置１に出力する。加速度センサが検出する車両の上下の向きは、車両が走
行している道路の勾配が上り勾配又は下り勾配のいずれかであるか、また、どの程度の傾
斜量であるかを示す。車両状態取得部１１は、センサ２２から取得した走行情報を位置予
測部１３に出力する。
【００１２】
　車両情報取得部１２が取得する走行情報は、車両システム２４から出力されたものであ
る。車両システム２４から出力された走行情報は、車両情報取得回路２３を介して車両情
報取得部１２に入力される。車両システム２４は、車両を統括的に管理及び制御するもの
であり、車両情報取得回路２３は、例えばＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ Ａｒｅａ Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）である。車両システム２４は、車両に装着されているタイヤホイールの径、
車両の進行方向、及び、不図示の車速センサが検出した車速情報等の車両の情報を進入回
避制御装置１に出力する。車両情報取得部１２は、車両システム２４から取得した走行情
報を位置予測部１３に出力する。
【００１３】
　位置予測部１３は、位置取得部１０が取得した現在位置情報と、車両状態取得部１１及
び車両情報取得部１２が取得した走行情報とを用いて、設定時間後の車両の未来の位置を
予測する。位置予測部１３は、例えば、車両が現時点での速度及び進行方向を保って現在
位置から移動するとの想定の元、車両の未来の位置を予測する。位置予測部１３は、予測
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した車両の未来の位置を制御開始判定部１７に出力する。例えば、不図示の車速センサが
検出する車速情報は、タイヤホイールの回転数を示すパルス信号であるので、位置予測部
１３は、当該車速情報とタイヤホイールの径とを用いて車両の速度を算出し、算出した速
度を用いて車両の未来の位置を予測する。また、走行している道路が坂道である場合は、
車両の走行距離と、平面である地図上で車両が進む距離とに差が生じるので、位置予測部
１３は、センサ２２が出力する車両の上下方向の向きを用いて、その差を考慮した車両の
未来の位置を予測する。
【００１４】
　場所情報取得部１４は、車両の現在位置周辺の道路状況を含む場所情報を取得するもの
である。
　場所情報取得部１４は、地図取得回路２５を介して外部から場所情報として地図データ
を取得する。場所情報取得部１４は、取得した地図データをメモリ２６に記憶させる。地
図取得回路２５は、例えばＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓ
ｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）等である。これにより、場所情報取得部１４は、インターネット、
地図データを記憶している携帯端末、又は、地図データを記憶している記憶装置等から地
図データを取得可能である。また、車載情報機器２０が、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に対応した通信デバイスを有するようにして、当該通信デバイスを
地図取得回路２５として機能させて、地図取得回路２５が直接インターネットに接続でき
るようにしてもよい。
【００１５】
　また、場所情報取得部１４は、交通情報取得回路２７を介して外部から場所情報として
交通情報を取得する。場所情報取得部１４は、取得した交通情報をメモリ２６に記憶させ
る。交通情報取得回路２７は例えばＷＬＡＮであり、場所情報取得部１４は、インターネ
ットから交通情報を取得可能である。また、交通情報取得回路２７は、例えばＶＩＣＳ（
Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ：登録商標）受信機であってもよい。また、地図取得回路２５の場合と同様に、
ＬＴＥに対応した通信デバイスを交通情報取得回路２７として機能させて、交通情報取得
回路２７が直接インターネットに接続できるようにしてもよい。
【００１６】
　第１使用判定部１５は、位置取得部１０が取得した現在位置情報について、当該現在位
置情報の信頼度に基づき、使用可否を判定する。第１使用判定部１５は、現在位置情報の
信頼度の指標として、例えば、ＧＮＳＳ受信機２１ａが検出したＣＮ（Ｃａｒｒｉｅｒ　
ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ）比を利用することができる。または、第１使用判定部１５は、現在位
置情報の信頼度の指標として、例えば、ＧＮＳＳ受信機２１ａが捕捉したＧＮＳＳ衛星の
個数を利用することができる。第１使用判定部１５は、ＧＮＳＳ受信機２１ａから、ＧＮ
ＳＳ受信機２１ａが検出したＣＮ比を取得するか、または、ＧＮＳＳ受信機２１ａが捕捉
したＧＮＳＳ衛星の個数を取得して、現在位置情報の信頼度の指標として利用する。また
は、第１使用判定部１５は、ＧＮＳＳ受信機２１ａが検出したＣＮ比を取得するとともに
、ＧＮＳＳ受信機２１ａが捕捉したＧＮＳＳ衛星の個数も取得して、両者を組み合わせて
信頼度の指標として利用してもよい。
　第１使用判定部１５は、ＧＮＳＳ受信機２１ａから取得した信頼度の指標を、第１閾値
と比較する。第１閾値は、現在位置情報を使用して適切に車両の未来の位置が予測できる
程度以上の値に設定される。そして、第１使用判定部１５は、位置取得部１０が取得した
現在位置情報が使用可か使用不可であるかを、判定結果として制御開始判定部１７に出力
する。
【００１７】
　第２使用判定部１６は、場所情報取得部１４が取得した地図データについて、当該地図
データの信頼度に基づき、使用可否を判定する。第２使用判定部１６は、地図データの信
頼度の指標として、例えば、地図データの取得日時、地図データの作成日時、又は、地図
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データの配信元等を利用することができる。また、第２使用判定部１６は、これら取得日
時、作成日時及び配信元等を組み合わせて信頼度の指標として利用してもよい。例えば、
地図データの取得日時が最近であるほど当該地図データの信頼度は高くなる。また、地図
データの作成日時が最近であるほど当該地図データの信頼度は高くなる。また、地図デー
タの配信元が信頼できる事業者であるほど当該地図データの信頼度は高くなる。どの事業
者にどの程度の信頼を置くかについては、車両のユーザが不図示の入力装置を介して進入
回避制御装置１に適宜設定することができる。
　地図データの取得日時、地図データの作成日時、又は、地図データの配信元等の情報は
、場所情報取得部１４が地図データを取得する際に同時に取得され、メモリ２６に記憶さ
れる。第２使用判定部１６は、メモリ２６にアクセスして、メモリ２６に記憶された各種
情報の中から、信頼度の指標として利用する情報を取得する。
　第２使用判定部１６は、メモリ２６から取得した信頼度の指標を、第２閾値と比較する
。第２閾値は、実際の道路及びその周辺の状況が問題無く反映されていると思われる程度
以上の値に設定される。そして、第２使用判定部１６は、場所情報取得部１４が取得した
地図データが使用可か使用不可であるかを、判定結果として制御開始判定部１７に出力す
る。
【００１８】
　また、第２使用判定部１６は、場所情報取得部１４が取得した交通情報について、当該
交通情報の信頼度に基づき、使用可否を判定する。第２使用判定部１６は、交通情報の信
頼度の指標として、例えば、交通情報の取得日時、交通情報の作成日時、又は、交通情報
の配信元等を利用することができる。また、第２使用判定部１６は、これら取得日時、作
成日時及び配信元等を組み合わせて信頼度の指標として利用してもよい。例えば、交通情
報の取得日時が最近であるほど当該交通情報の信頼度は高くなる。また、交通情報の作成
日時が最近であるほど当該交通情報の信頼度は高くなる。また、交通情報の配信元が信頼
できる事業者であるほど当該交通情報の信頼度は高くなる。どの事業者にどの程度の信頼
を置くかについては、車両のユーザが不図示の入力装置を介して進入回避制御装置１に適
宜設定することができる。
　交通情報の取得日時、交通情報の作成日時、又は、交通情報の配信元等の情報は、場所
情報取得部１４が交通情報を取得する際に同時に取得され、メモリ２６に記憶される。第
２使用判定部１６は、メモリ２６にアクセスして、メモリ２６に記憶された各種情報の中
から、信頼度の指標として利用する情報を取得する。
　第２使用判定部１６は、メモリ２６から取得した信頼度の指標を、第３閾値と比較する
。第３閾値は、実際の渋滞又は実際の工事等の状況が問題無く反映されていると思われる
程度以上の値に設定される。そして、第２使用判定部１６は、場所情報取得部１４が取得
した交通情報が使用可か使用不可であるかを、判定結果として制御開始判定部１７に出力
する。
【００１９】
　制御開始判定部１７は、ＩＦ（ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）回路２８を介して、ブレーキ制御
システム２９又はステアリング装置３０に制御信号を出力する。当該制御信号は、ブレー
キ制御システム２９に自動ブレーキ操作を指示する信号、又は、ステアリング装置３０に
自動ハンドル操作を指示する信号である。ＩＦ回路２８は、例えばＣＡＮである。
　制御開始判定部１７は、位置予測部１３が予測した車両の未来の位置と、場所情報取得
部１４が取得した地図データとを用いて、車両の未来の位置が、地図データに基づき判断
される「車両が進入すべきでない場所」に位置するかを判定する。そして、第１使用判定
部１５が出力した判定結果が現在位置情報の使用可を示しており、かつ、第２使用判定部
１６が出力した判定結果が地図データの使用可を示している場合であって、車両の未来の
位置が、地図データに基づき判断される「車両が進入すべきでない場所」に位置すると判
定した場合、制御開始判定部１７は、ブレーキ制御システム２９又はステアリング装置３
０に制御信号を出力する。
【００２０】
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　また、制御開始判定部１７は、位置予測部１３が予測した車両の未来の位置と、場所情
報取得部１４が取得した交通情報とを用いて、車両の未来の位置が、交通情報に基づき判
断される「車両が進入すべきでない場所」に位置するかを判定する。そして、第１使用判
定部１５が出力した判定結果が現在位置情報の使用可を示しており、かつ、第２使用判定
部１６が出力した判定結果が交通情報の使用可を示している場合であって、車両の未来の
位置が、交通情報に基づき判断される「車両が進入すべきでない場所」に位置すると判定
した場合、制御開始判定部１７は、ブレーキ制御システム２９又はステアリング装置３０
に制御信号を出力する。
【００２１】
　次に、進入回避制御装置１のハードウェア構成例について、図３Ａ及び図３Ｂを用いて
説明する。
　進入回避制御装置１の位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位
置予測部１３、場所情報取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御
開始判定部１７の各機能は、処理回路により実現される。当該処理回路は、専用のハード
ウェアであっても、メモリに格納されるプログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であってもよい。ＣＰＵは、中央処理装置、処理装置
、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、プロセッサ又はＤＳＰ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）とも呼ばれる。
【００２２】
　図３Ａは、位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１
３、場所情報取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部
１７の各部の機能を、専用のハードウェアである処理回路１０１で実現した場合のハード
ウェア構成例を示す図である。処理回路１０１は、例えば、単一回路、複合回路、プログ
ラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、若しくはＦＰＧ
Ａ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はこれらを組
み合わせたものが該当する。位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２
、位置予測部１３、場所情報取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び
制御開始判定部１７の各部の機能を別個の処理回路１０１を組み合わせて実現してもよい
し、各部の機能を１つの処理回路１０１で実現してもよい。
【００２３】
　図３Ｂは、位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１
３、場所情報取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部
１７の各部の機能を、メモリ１０２に格納されるプログラムを実行するＣＰＵ１０３で実
現した場合のハードウェア構成例を示す図である。この場合、位置取得部１０、車両状態
取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１３、場所情報取得部１４、第１使用判定
部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部１７の各部の機能は、ソフトウェア、フ
ァームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組合せにより実現される。ソフト
ウェア及びファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ１０２に格納される。Ｃ
ＰＵ１０３は、メモリ１０２に格納されたプログラムを読み出して実行することにより、
位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１３、場所情報
取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部１７の各部の
機能を実現する。すなわち、進入回避制御装置１は、後述する図４のフローチャートで示
すステップＳＴ１～ＳＴ６が結果的に実行されることになるプログラム等を格納するため
のメモリ１０２を有する。また、これらのプログラムは、位置取得部１０、車両状態取得
部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１３、場所情報取得部１４、第１使用判定部１
５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部１７の各部の手順又は方法をコンピュータに
実行させるものであるとも言える。ここで、メモリ１０２は、例えば、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ
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）、若しくはＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）等の、不揮発性若しくは揮発性の半導体メモリ、又は、磁気デ
ィスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、若し
くはＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）等のディスク状の記録媒
体等が該当する。
【００２４】
　なお、位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１３、
場所情報取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部１７
の各部の機能について、一部を専用のハードウェアで実現し、一部をソフトウェア又はフ
ァームウェアで実現するようにしてもよい。例えば、位置取得部１０、車両状態取得部１
１、車両情報取得部１２及び場所情報取得部１４については専用のハードウェアとしての
処理回路でその機能を実現し、位置予測部１３、第１使用判定部１５、第２使用判定部１
６及び制御開始判定部１７については処理回路がメモリに格納されたプログラムを読み出
して実行することによってその機能を実現することが可能である。
【００２５】
　このように、処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア又はこれらの
組合せによって、上記の位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位
置予測部１３、場所情報取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御
開始判定部１７の各部の機能を実現することができる。
【００２６】
　次に、上記のように構成された進入回避制御装置１による処理の一例について、図４に
示すフローチャートを用いて説明する。図４では、場所情報取得部１４が地図データを取
得する場合を例に説明する。図４のフローチャートで示す処理は、例えば車両のエンジン
がＯＮになると、その後周期的に行われるものである。
　例えば車両のエンジンがＯＮになると、位置取得部１０はＧＮＳＳ受信機２１ａから現
在位置情報の取得を開始し、車両状態取得部１１はセンサ２２から、また、車両情報取得
部１２は車両システム２４から走行情報の取得を開始する（ステップＳＴ１）。位置取得
部１０は、取得した現在位置情報を位置予測部１３に出力する。車両状態取得部１１及び
車両情報取得部１２は、取得した走行情報を位置予測部１３に出力する。現在位置情報及
び走行情報は、時々刻々と変化するので、位置取得部１０、車両状態取得部１１及び車両
情報取得部１２は、その後も各情報の取得及び出力を繰り返す。
【００２７】
　続いて、第２使用判定部１６は、場所情報取得部１４が取得してメモリ２６に記憶させ
た地図データの取得日時、作成日時、又は、配信元等の情報を、地図データの信頼度の指
標としてメモリ２６から取得し、当該地図データが使用可であるかを判定する（ステップ
ＳＴ２）。
　第２使用判定部１６が、信頼度の指標が第２閾値より低いため地図データは使用不可で
あると判定した場合（ステップＳＴ２；ＮＯ）、進入回避制御装置１は、自動ブレーキ操
作又は自動ハンドル操作のいずれをも指示することなく処理を終える。
　なお、ここでは、地図データが前回走行時等に取得されてメモリ２６に記憶されている
場合を例に説明したが、車両のエンジンがＯＮになってから第２使用判定部１６がステッ
プＳＴ２の処理を開始するまでの間に、場所情報取得部１４が地図データを取得してメモ
リ２６に記憶させる処理を行ってもよい。
【００２８】
　一方、第２使用判定部１６が、信頼度の指標が第２閾値以上であるため地図データは使
用可であると判定した場合（ステップＳＴ２；ＹＥＳ）、続いて、第１使用判定部１５は
、現在位置情報の信頼度の指標として、ＧＮＳＳ受信機２１ａからＣＮ比等を取得し、位
置取得部１０が取得した現在位置情報が使用可であるかを判定する（ステップＳＴ３）。
　第１使用判定部１５が、信頼度の指標が第１閾値より低いため現在位置情報は使用不可
であると判定した場合（ステップＳＴ３；ＮＯ）、進入回避制御装置１は、自動ブレーキ
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操作又は自動ハンドル操作のいずれをも指示することなく処理を終える。
【００２９】
　一方、第１使用判定部１５が、信頼度の指標が第１閾値以上であるため現在位置情報は
使用可であると判定した場合（ステップＳＴ３；ＹＥＳ）、続いて、位置予測部１３は、
位置取得部１０が取得した現在位置情報と、車両状態取得部１１及び車両情報取得部１２
が取得した走行情報とを用いて、設定時間後の車両の未来の位置を予測する（ステップＳ
Ｔ４）。位置予測部１３は、予測した車両の未来の位置を制御開始判定部１７に出力する
。
　設定時間は、例えば、車両の速度に応じて動的に設定される。車両の速度が速いほど、
ドライバがブレーキを掛けてから車両が停止するまでの時間は長くなる。したがって、車
両が「車両が進入すべきでない場所」に進入する前に、ドライバが車両を停止できるよう
にするために、設定時間は、現在の車両の速度が速いほど長くなるように動的に設定され
る。あるいは、設定時間は、車両の速度に応じて動的に設定されるのではなく、車両の速
度に拘らず一律に設定されてもよい。この場合、例えば、車両が、車両の有する最高速度
で走行していても、当該車両が「車両が進入すべきでない場所」に進入する前にドライバ
が車両を停止できる程度の時間が、設定時間として一律に設定される。
　設定時間が動的に設定される場合は、現在の車両の速度に応じて自動ブレーキ操作等が
行われるタイミングが調整されるため、必要以上に早めの自動ブレーキ操作等が行わるこ
とがなく、その点では、設定時間が一律に設定される場合よりも好ましい。
【００３０】
　続いて、制御開始判定部１７は、位置予測部１３が予測した車両の未来の位置と、メモ
リ２６に記憶されている地図データとを用いて、車両の未来の位置が、地図データに基づ
き判断される「車両が進入すべきでない場所」に位置するかを判定する（ステップＳＴ５
）。
　制御開始判定部１７が、車両の未来の位置が、地図データに基づき判断される「車両が
進入すべきでない場所」に位置しないと判定した場合（ステップＳＴ５；ＮＯ）、ステッ
プＳＴ３の処理に戻る。
【００３１】
　一方、制御開始判定部１７が、車両の未来の位置が、地図データに基づき判断される「
車両が進入すべきでない場所」に位置すると判定した場合（ステップＳＴ５；ＹＥＳ）、
制御開始判定部１７は、ブレーキ制御システム２９又はステアリング装置３０に制御信号
を出力し、自動ブレーキ操作又は自動ハンドル操作を指示する（ステップＳＴ６）。
【００３２】
　図５は、進入回避制御装置１による処理のイメージ図である。図５では、車両が位置Ａ
１に達して丁字路に差し掛かったものの、ドライバが体調不良等により適切な運転を行え
なくなったときを例に挙げている。少なくとも車両が位置Ａ１に達した時点で、第１使用
判定部１５及び第２使用判定部１６は、地図データの信頼度及び現在位置情報の信頼度が
高いため当該地図データ及び当該現在位置情報を使用可と判定しているものとする。車両
が位置Ａ１に達した時点で、位置予測部１３が予測した車両の未来の位置Ａ２が、地図デ
ータにおいて道路を突き抜けた丁字路の向こう側に位置する場合、制御開始判定部１７は
ブレーキ制御システム２９に自動ブレーキ操作を指示する。これにより、車両は、道路を
突き抜けた丁字路の向こう側という「車両が進入すべきでない場所」に進入することなく
、停止することができる。なお、制御開始判定部１７は、車両が丁字路に沿って右折又は
左折する自動ハンドル操作を行うようステアリング装置３０に指示してもよい。または、
制御開始判定部１７は、ブレーキ制御システム２９に自動ブレーキ操作を指示するととも
に、車両を路肩に寄せる自動ハンドル操作を行うようステアリング装置３０に指示しても
よい。この場合、進入回避制御装置１は、車両が停止した際に比較的安全な路肩に、車両
を停止させることができる。このように、制御開始判定部１７は、ブレーキ制御システム
２９、ステアリング装置３０、又はその両方に、自動での車両制御を指示する。
【００３３】
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　図６は、進入回避制御装置１による処理のイメージ図である。図６では、車両が直線道
路を走行中の位置Ｂ１にて、ドライバが体調不良等により適切な運転を行えなくなったと
きを例に挙げている。少なくとも車両が位置Ｂ１に達した時点で、第１使用判定部１５及
び第２使用判定部１６は、地図データの信頼度及び現在位置情報の信頼度が高いため当該
地図データ及び当該現在位置情報を使用可と判定しているものとする。車両が位置Ｂ１に
達した時点で、位置予測部１３が予測した車両の未来の位置Ｂ２が、地図データにおいて
道路をはみ出した路肩に位置する場合、制御開始判定部１７はブレーキ制御システム２９
に自動ブレーキ操作を指示する。これにより、車両は、路肩にはみ出して「車両が進入す
べきでない場所」に進入することなく、停止することができる。なお、この場合も制御開
始判定部１７は、ステアリング装置３０、又は、ブレーキ制御システム２９及びステアリ
ング装置３０の両方に、自動での車両制御を指示してもよい。
　また、車両が位置Ｂ１に達した時点で、同様に、第１使用判定部１５及び第２使用判定
部１６が、地図データ及び現在位置情報を使用可と判定している状況下で、位置予測部１
３が予測した車両の未来の位置Ｂ３が、地図データにおいて対向車線という「車両が進入
すべきでない場所」に位置する場合も、制御開始判定部１７はブレーキ制御システム２９
に自動ブレーキ操作、又はステアリング装置３０に自動ハンドル操作を指示する。
【００３４】
　図７は、進入回避制御装置１による処理のイメージ図である。図７では、コンビニエン
スストア等の建屋に隣接した駐車場にて、位置Ｃ１の車両が停車しようとする際に、ドラ
イバがブレーキペダルとアクセルペダルとを踏み間違えたときを例に挙げている。少なく
とも車両が位置Ｃ１に達した時点で、第１使用判定部１５及び第２使用判定部１６は、地
図データの信頼度及び現在位置情報の信頼度が高いため当該地図データ及び当該現在位置
情報を使用可と判定しているものとする。車両が位置Ｃ１に達した時点で、位置予測部１
３が予測した車両の未来の位置Ｃ２が、地図データにおいて建屋の場所に位置する場合、
制御開始判定部１７はブレーキ制御システム２９に自動ブレーキ操作を指示する。これに
より、車両は、建屋という「車両が進入すべきでない場所」に進入することなく、停止す
ることができる。なお、この場合も制御開始判定部１７は、ステアリング装置３０、又は
、ブレーキ制御システム２９及びステアリング装置３０の両方に、自動での車両制御を指
示してもよい。
　また、図７に示すような場合においては、車両情報取得部１２が、走行情報としてアク
セルペダルの踏み込み量も取得し、位置予測部１３での位置の予測に用いるとよい。つま
り、車両の速度自体は低くても、アクセルペダルの踏み込み量が大きければ、車両が建屋
に衝突すると予測がされる。なお、車両情報取得部１２は、アクセルペダルの踏み込み量
を、他の走行情報と同様に、車両システム２４から取得することができる。
【００３５】
　なお、図４に示すフローチャートでは、場所情報取得部１４が地図データを取得する場
合を例に説明をしたが、場所情報取得部１４が交通情報を取得する場合も、地図データと
同様に処理することが可能である。図８は、進入回避制御装置１による交通情報を用いた
処理のイメージ図である。図８では、高速道路等で発生している渋滞に位置Ｄ１の車両が
近づいていくときを例に挙げている。少なくとも車両が位置Ｄ１に達した時点で、第１使
用判定部１５及び第２使用判定部１６は、交通情報の信頼度及び現在位置情報の信頼度が
高いため当該交通情報及び当該現在位置情報を使用可と判定しているものとする。車両が
位置Ｄ１に達した時点で、位置予測部１３が予測した車両の未来の位置Ｄ２が、交通情報
に示されている渋滞の最後尾の車両Ｖ１がいる場所に位置する場合、制御開始判定部１７
はブレーキ制御システム２９に自動ブレーキ操作を指示する。これにより、車両は、最後
尾の車両という「車両が進入すべきでない場所」に進入することなく、停止することがで
きる。なお、この場合も制御開始判定部１７は、ステアリング装置３０、又は、ブレーキ
制御システム２９及びステアリング装置３０の両方に、自動での車両制御を指示してもよ
い。
【００３６】
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　このように、進入回避制御装置１は、現在位置情報、地図データ及び交通情報について
、それぞれの信頼度に基づき、車両の未来の位置の予測に使用可能か否かを判定した上で
、車両の未来の位置が「車両が進入すべきでない場所」に位置する場合に自動ブレーキ操
作又は自動ハンドル操作を指示する。進入回避制御装置１は、信頼ある現在位置情報、地
図データ及び交通情報を処理に用いることで、カメラを用いて車両周辺の実際の様子を細
かく解析しなくても、「車両が進入すべきでない場所」へ車両が進入することのないよう
に当該車両を制御することができる。
　なお、現在位置情報、地図データ及び交通情報と比較すると、走行情報は生じ得る誤差
等が軽微なので、信頼度を判定する必要は特段無い。
【００３７】
　図９は、図２で示した構成に加え、位置補正部１８及び警告部１９を更に備えた進入回
避制御装置１の変形例を示す図である。
　位置補正部１８は、位置取得部１０が取得した現在位置情報を第１使用判定部１５が使
用不可であると判定した場合、不図示のカメラによって撮影された車両周辺の画像情報を
用いて、位置取得部１０が取得した現在位置情報を補正する。位置補正部１８は、補正後
の現在位置情報を位置予測部１３に出力し、位置予測部１３は、補正後の現在位置情報を
用いて車両の未来の位置を予測する。また、位置補正部１８により現在位置情報が補正さ
れた場合、補正後の現在位置情報は、第１使用判定部１５により使用可と判定される。
【００３８】
　位置補正部１８は、例えば、車両周辺の画像情報を解析して、信号機又は建屋の壁等の
、位置が固定されている物体を検出する。そして、位置補正部１８は、当該物体と車両と
の相対的な位置関係を算出する。信号機又は建屋の壁等の位置情報が地図データに含まれ
ている場合、位置補正部１８は、当該位置情報と算出した相対的な位置関係とを用いて、
車両の位置を算出することができる。このようにすれば、現在位置情報の信頼度の指標が
第１閾値未満である場合等でも、位置予測部１３は、位置補正部１８が補正した現在位置
情報を用いて適切な車両の未来の位置を予測することができる。
　また、車両周辺を撮影するカメラは、車両と他の物体との相対的な位置関係が分かる程
度の画像情報を作成できればよく、例えば案内板及び標識等を画像認識できる程度の画像
情報を作成する高性能なカメラでなくてよい。
【００３９】
　警告部１９は、制御開始判定部１７が制御信号を出力する場合、不図示のスピーカに警
告音の出力を指示する信号、又は、不図示のディスプレイに警告画像の表示を指示する信
号を出力する。警告部１９は、例えば図１０Ａ～図１０Ｄに示すような警告画像を示す画
像信号を作成し、不図示のディスプレイに出力する。図１０Ａは図５で示した状況に該当
し、図１０Ｂは図６で示したうちの道路をはみ出した路肩に位置する状況に該当し、図１
０Ｃは図７で示した状況に該当し、図１０Ｄは図８で示した状況に該当する。これにより
、車両の搭乗者は、車両がどのような状況下にあるのかを容易に知ることができる。
【００４０】
　なお、上記では、位置予測部１３は、不図示の車速センサが検出する車速情報とタイヤ
ホイールの径とを用いて、車両の速度を算出するとした。しかしながら、位置予測部１３
は、位置取得部１０から周期的に現在位置情報を取得して蓄積し、取得タイミングの異な
る２つの現在位置情報を用いて、位置の差分と当該２つの現在位置情報の取得タイミング
の差分とから車両の速度を算出してもよい。あるいは、位置予測部１３は、加速度センサ
による検出結果を用いて、車両の速度を算出してもよい。
【００４１】
　また、上記では、進入回避制御装置１がカーナビゲーション装置等の車載情報機器２０
に内蔵されている場合を示した。しかしながら、進入回避制御装置１が有する位置取得部
１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１３、場所情報取得部１４
、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部１７、さらには位置補正
部１８及び警告部１９を車両外部のサーバ内に構築してもよい。この場合、当該サーバが
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、それぞれ車両に備えられる車載情報機器２０、車両システム２４、ブレーキ制御システ
ム２９及びステアリング装置３０と情報を送受信することにより、車両が「車両が進入す
べきでない場所」に進入しないように、遠隔で指示を出してもよい。
　また、位置取得部１０、車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１３、
場所情報取得部１４、第１使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部１７
、さらには位置補正部１８及び警告部１９をスマートフォン及びタブレット端末等の車両
内に持ち込まれた携帯端末内に構築して、当該携帯端末を進入回避制御装置１として機能
させてもよい。
【００４２】
　また、図１１に示すように車載情報機器２０と、車両外部のサーバ４０と、車両内に持
ち込まれた携帯端末５０とを情報の送受信が可能な状態に連携させて、位置取得部１０、
車両状態取得部１１、車両情報取得部１２、位置予測部１３、場所情報取得部１４、第１
使用判定部１５、第２使用判定部１６及び制御開始判定部１７、さらには位置補正部１８
及び警告部１９が、車載情報機器２０、車両外部のサーバ４０及び車両内に持ち込まれた
携帯端末５０に分散して設けられていてもよい。この場合、車載情報機器２０とサーバ４
０と携帯端末５０とにより、進入回避制御装置１が構成される。
【００４３】
　以上のように、この実施の形態１に係る進入回避制御装置１によれば、信頼ある現在位
置情報、地図データ及び交通情報を処理に用いることで、カメラを用いなくても、「車両
が進入すべきでない場所」へ車両が進入することのないように当該車両を制御することが
できる。したがって、案内板及び標識等を画像認識するための高性能なカメラを設ける必
要が無い。また、そのようなカメラを使って車両を制御する場合、案内板及び標識等の画
像認識の対象となるものが無い道路を走行している際には、どの場所が「車両が進入すべ
きでない場所」に該当するのかを判定することがそもそもできない。これに対し、実施の
形態１に係る進入回避制御装置１は、地図データ又は交通情報を用いるので、案内板及び
標識等が無い道路を走行していても、どの場所が「車両が進入すべきでない場所」に該当
するのかの判定が可能である。
【００４４】
　また、車両情報取得部１２は、走行情報として車速センサが検出した車速情報を取得す
ることとした。これにより、位置予測部１３は、取得タイミングの異なる２つの現在位置
情報を用いて算出される車両の速度と比較して、より正確な車両の速度を処理に用いるこ
とができ、車両の未来の位置をより適切に予測することができる。
【００４５】
　また、第１使用判定部１５が現在位置情報を使用不可と判定した場合、カメラによって
撮影された車両周辺の画像情報を用いて、位置取得部１０が取得した現在位置情報を補正
する位置補正部１８を備え、位置予測部１３は、位置取得部１０が取得して位置補正部１
８が補正した現在位置情報を用いて車両の未来の位置を予測することとした。これにより
、位置取得部１０が取得した現在位置情報の信頼度が低くても、位置予測部１３は、位置
補正部１８が補正した現在位置情報を用いることで、車両の未来の位置を適切に予測する
ことができる。
【００４６】
　また、場所情報取得部１４は、地図データ又は交通情報を取得することとした。これに
より、丁字路の向こう側、対向車線、建屋、又は、渋滞の最後尾の車両等が、「車両が進
入すべきでない場所」として判断される。
【００４７】
　また、制御開始判定部１７が制御信号を出力する場合、警告音の出力又は警告画像の表
示を指示する信号を出力する警告部１９を備えることとした。これにより、車両の搭乗者
は、車両がどのような状況下にあるのかを容易に知ることができる。
【００４８】
　なお、本願発明はその発明の範囲内において、実施の形態の任意の構成要素の変形、も
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しくは実施の形態の任意の構成要素の省略が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　以上のように、この発明に係る進入回避制御装置は、カメラを用いなくても、「車両が
進入すべきでない場所」へ車両が進入することのないように当該車両を制御することがで
きるので、カメラを搭載していない車両に搭載して用いるのに特に適している。
【符号の説明】
【００５０】
　１　進入回避制御装置、１０　位置取得部、１１　車両状態取得部、１２　車両情報取
得部、１３　位置予測部、１４　場所情報取得部、１５　第１使用判定部、１６　第２使
用判定部、１７　制御開始判定部、１８　位置補正部、１９　警告部、２０　車載情報機
器、２１ａ　ＧＮＳＳ受信機、２１ｂ　ＧＮＳＳアンテナ、２２　センサ、２３　車両情
報取得回路、２４　車両システム、２５　地図取得回路、２６　メモリ、２７　交通情報
取得回路、２８　ＩＦ回路、２９　ブレーキ制御システム、３０　ステアリング装置、４
０　サーバ、５０　携帯端末、１０１　処理回路、１０２　メモリ、１０３　ＣＰＵ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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